
 

消防法施行令 （関係部分のみ抜粋） 

 

第六条第六条第六条第六条 法第十七条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火

対象物とする。 

 

第七条第七条第七条第七条 法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、

警報設備及び避難設備とする。 

２ 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備で

あつて、次に掲げるものとする。 

一 消火器及び次に掲げる簡易消火用具 

イ 水バケツ 

ロ 水槽  

ハ 乾燥砂 

ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩 

二 屋内消火栓 設備 

三 スプリンクラー設備 

四 水噴霧消火設備 

五  泡 消火設備 

六 不活性ガス消火設備 

七 ハロゲン化物消火設備 

八 粉末消火設備 

九 屋外消火栓 設備 

十 動力消防ポンプ設備 

３ 第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に

掲げるものとする。 

一 自動火災報知設備 

一の二 ガス漏れ火災警報設備（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に

関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）第二条第三項に規定する液化石油

ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを

除く。以下同じ。） 

二 漏電火災警報器 

三 消防機関へ通報する火災報知設備 

四 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非

常警報設備 

イ 非常ベル 



ロ 自動式サイレン 

ハ 放送設備 

４ 第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械

器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。 

一 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具 

二 誘導灯及び誘導標識 

５ 法第十七条第一項の政令で定める消防用水は、防火水槽 又はこれに代わる貯

水池その他の用水とする。 

６ 法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散

水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。 

７ 第一項及び前二項に規定するもののほか、第二十九条の四第一項に規定する必

要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第十七条第一項

に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な

施設とする。 

 

第八条第八条第八条第八条 防火対象物が開口部のない耐火構造（建築基準法第二条第七号に規定す

る耐火構造をいう。以下同じ。）の床又は壁で区画されているときは、その区画された

部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 

 

第九条第九条第九条第九条 別表第一（十六）項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項（（十六）項から

（二十）項までを除く。）の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される

ものは、この節（第十二条第一項第三号及び第十号から第十二号まで、第二十一条

第一項第三号、第七号、第十号及び第十四号、第二十一条の二第一項第五号、第

二十二条第一項第六号及び第七号、第二十四条第二項第二号並びに第三項第二

号及び第三号、第二十五条第一項第五号並びに第二十六条を除く。）の規定の適用

については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。 

 

第九条の二第九条の二第九条の二第九条の二 別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項、（九）項イ又は（十

六）項イに掲げる防火対象物の地階で、同表（十六の二）項に掲げる防火対象物と一

体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものは、第十二条第一項第六号、

第二十一条第一項第三号（同表（十六の二）項に係る部分に限る。）、第二十一条の

二第一項第一号及び第二十四条第三項第一号（同表（十六の二）項に係る部分に限

る。）の規定の適用については、同表（十六の二）項に掲げる防火対象物の部分であ

るものとみなす。 

 



第十一条第十一条第十一条第十一条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するも

のとする。 

一 別表第一（一）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のも

の 

二 別表第一（二）項から（十）項まで、（十二）項及び（十四）項に掲げる防火対象物

で、延べ面積が七百平方メートル以上のもの 

三 別表第一（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メ

ートル以上のもの 

四 別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル

以上のもの 

五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定

可燃物（可燃性液体類に係るものを除く。）を危険物の規制に関する政令別表第四で

定める数量の七百五十倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの 

六 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一（一）項から（十二）項まで、（十四）

項及び（十五）項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積

が、同表（一）項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上、同表（二）項か

ら（十）項まで、（十二）項及び（十四）項に掲げる防火対象物にあつては百五十平方

メートル以上、同表（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物にあつては二百平

方メートル以上のもの 

２ 前項の規定の適用については、同項各号（第五号を除く。）に掲げる防火対象物

又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、主要構造部（建築基準法第二条第

五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。）を耐火構造とし、かつ、壁及び天井

（天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。）の室内に面する部

分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。）の仕

上げを難燃材料（建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下

この項において同じ。）でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値（次条第

一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつ

ては、当該三倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で

定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値）とし、主要構

造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三イ若

しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難

燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値（次条第一項第一号に

掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該二

倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の

床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値）とする。 



３ 前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上

の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に

定めるとおりとする。 

一 第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分（別表第一（十二）

項イ又は（十四）項に掲げる防火対象物に係るものに限る。）並びに第一項第五号に

掲げる防火対象物又はその部分 次に掲げる基準 

イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口

までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。 

ロ 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続

口からの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水する

ことができる長さとすること。 

ハ 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個

数（当該設置個数が二を超えるときは、二とする。）に二・六立方メートルを乗じて得た

量以上の量となるように設けること。 

ニ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓（設

置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合に、

それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、

放水量が百三十リットル毎分以上の性能のものとすること。 

ホ 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被

害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。 

ヘ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

二 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又

はその部分以外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準 

イ 次に掲げる基準 

（１） 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続

口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。 

（２） 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続

口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水すること

ができる長さとすること。 

（３） 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものと

して総務省令で定める基準に適合するものとすること。 

（４） 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個

数（当該設置個数が二を超えるときは、二とする。）に一・二立方メートルを乗じて得た

量以上の量となるように設けること。 

（５） 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓（設

置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合に、



それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、

放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。 

（６） 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による

被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。 

（７） 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

ロ 次に掲げる基準 

（１） 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続

口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。 

（２） 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続

口からの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水する

ことができる長さとすること。 

（３） 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものと

して総務省令で定める基準に適合するものとすること。 

（４） 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個

数（当該設置個数が二を超えるときは、二とする。）に一・六立方メートルを乗じて得た

量以上の量となるように設けること。 

（５） 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓（設

置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合に、

それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、

放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。 

（６） 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による

被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。 

（７） 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

４ 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消

火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、

屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、

第十六条、第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準

に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわら

ず、当該設備の有効範囲内の部分（屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあ

つては、一階及び二階の部分に限る。）について屋内消火栓設備を設置しないことが

できる。 

 

第十二条第十二条第十二条第十二条 スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置する

ものとする。 



一 次に掲げる防火対象物（第三号及び第四号に掲げるものを除く。）で、火災発生

時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以

外のもの 

イ 別表第一（六）項イ（１）及び（２）に掲げる防火対象物 

ロ 別表第一（六）項ロ（１）及び（３）に掲げる防火対象物 

ハ 別表第一（六）項ロ（２）、（４）及び（５）に掲げる防火対象物（介助がなければ避難

できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあつて

は、延べ面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。） 

二 別表第一（一）項に掲げる防火対象物（次号及び第四号に掲げるものを除く。）で、

舞台部（舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。以下

同じ。）の床面積が、当該舞台が、地階、無窓階又は四階以上の階にあるものにあつ

ては三百平方メートル以上、その他の階にあるものにあつては五百平方メートル以

上のもの 

三 別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項、（九）項イ及び（十六）項イ

に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が十一以上のもの（総務省令で定める部分

を除く。） 

四 別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項及び（九）項イに掲げる防火

対象物（前号に掲げるものを除く。）のうち、平屋建以外の防火対象物で、総務省令で

定める部分以外の部分の床面積の合計が、同表（四）項及び（六）項イ（１）から（３）ま

でに掲げる防火対象物にあつては三千平方メートル以上、その他の防火対象物にあ

つては六千平方メートル以上のもの 

五 別表第一（十四）項に掲げる防火対象物のうち、天井（天井のない場合にあつて

は、屋根の下面。次項において同じ。）の高さが十メートルを超え、かつ、延べ面積が

七百平方メートル以上のラック式倉庫（棚又はこれに類するものを設け、昇降機によ

り収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。） 

六 別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上

のもの 

七 別表第一（十六の三）項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル

以上で、かつ、同表（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げ

る防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のも

の 

八 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定

可燃物（可燃性液体類に係るものを除く。）を危険物の規制に関する政令別表第四で

定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの 

九 別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物（第六号に掲げるものを除く。）の部

分のうち、同表（六）項イ（１）若しくは（２）又はロに掲げる防火対象物の用途に供され



るもの（火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構

造を有するものを除く。） 

十 別表第一（十六）項イに掲げる防火対象物（第三号に掲げるものを除く。）で、同

表（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用

途に供される部分（総務省令で定める部分を除く。）の床面積の合計が三千平方メー

トル以上のものの階のうち、当該部分が存する階 

十一 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象

物の地階、無窓階又は四階以上十階以下の階（総務省令で定める部分を除く。）で、

次に掲げるもの 

イ 別表第一（一）項、（三）項、（五）項イ、（六）項及び（九）項イに掲げる防火対象物

の階で、その床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上

十階以下の階にあつては千五百平方メートル以上のもの 

ロ 別表第一（二）項及び（四）項に掲げる防火対象物の階で、その床面積が千平方

メートル以上のもの 

ハ 別表第一（十六）項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表（一）項から（四）項ま

で、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存

する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、

四階以上十階以下の階にあつては千五百平方メートル（同表（二）項又は（四）項に

掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階にあつては、千平方メートル）

以上のもの 

十二 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象

物の十一階以上の階（総務省令で定める部分を除く。） 

２ 前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上

の基準は、次のとおりとする。 

一 スプリンクラーヘッドは、前項第二号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、

同項第八号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物（可燃性液体類に係るもの

を除く。）を貯蔵し、又は取り扱う部分に、同項第一号、第三号、第四号、第六号、第

七号及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物にあつては総務省令で定め

る部分に、それぞれ設けること。 

二 スプリンクラーヘッドは、次に定めるところにより、設けること。 

イ 前項各号（第一号、第五号から第七号まで及び第九号を除く。）に掲げる防火対

象物又はその部分（ロに規定する部分を除くほか、別表第一（五）項若しくは（六）項

に掲げる防火対象物又は同表（十六）項に掲げる防火対象物の同表（五）項若しくは

（六）項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、総務省令で定める種

別のスプリンクラーヘッドが総務省令で定めるところにより設けられている部分がある

場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。）においては、前号



に掲げる部分の天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリ

ンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分

ごとに、同表の下欄に定める距離となるように、総務省令で定める種別のスプリンク

ラーヘッドを設けること。 

 

 

防火対象物又はその部分  

第一項第二号から第四号まで及び第十号

から第十二号までに掲げる防火対象物又

はその部分（別表第一（一）項に掲げる防

火対象物の舞台部に限る。） 

一・七メートル以下 

第一項第八号に掲げる防火対象物 

一・七メートル（火災を早期に感知し、か

つ、広範囲に散水することができるスプリ

ンクラーヘッドとして総務省令で定めるス

プリンクラーヘッド（以下この表において

「高感度型ヘッド」という。）にあつては、

当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総

務省令で定める距離）以下 

第一項第三号、第四号

及び第十号から第十二

号までに掲げる防火対

象物又はその部分（別

表第一（一）項に掲げる

防火対象物の舞台部を

除く。） 

耐火建築物（建築

基準法第二条第

九号の二に規定

する耐火建築物

をいう。以下同

じ。）以外の建築

物 

二・一メートル（高感度型ヘッドにあつて

は、当該スプリンクラーヘッドの性能に応

じ総務省令で定める距離）以下 

耐火建築物 

二・三メートル（高感度型ヘッドにあつて

は、当該スプリンクラーヘッドの性能に応

じ総務省令で定める距離）以下 

 

 

 

 

 

 



ロ 前項第三号、第四号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物

又はその部分（別表第一（一）項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。）のうち、可燃

物が大量に存し消火が困難と認められる部分として総務省令で定めるものであつて

床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及びその他の部分であつて床面

から天井までの高さが十メートルを超える部分においては、総務省令で定める種別

のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。 

ハ 前項第一号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる防火対象物においては、

総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設

けること。 

三 前号に掲げるもののほか、開口部（防火対象物の十階以下の部分にある開口部

にあつては、延焼のおそれのある部分（建築基準法第二条第六号に規定する延焼の

おそれのある部分をいう。）にあるものに限る。）には、その上枠に、当該上枠の長さ

二・五メートル以下ごとに一のスプリンクラーヘッドを設けること。ただし、防火対象物

の十階以下の部分にある開口部で建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火

設備（防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。）が設けられているものについ

ては、この限りでない。 

三の二 特定施設水道連結型スプリンクラー設備（スプリンクラー設備のうち、その水

源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものであつて、

次号に規定する水量を貯留するための施設を有しないものをいう。以下この項におい

て同じ。）は、前項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、防火

上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部

分の床面積の合計が千平方メートル未満のものに限り、設置することができること。 

四 スプリンクラー設備（特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。）には、その

水源として、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に

応じ総務省令で定めるところにより算出した量以上の量となる水量を貯留するための

施設を設けること。 

五 スプリンクラー設備は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラー

ヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより放水することができる性能のものと

すること。 

六 スプリンクラー設備（総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備

を除く。）には、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少

ない箇所に、水源に連結する加圧送水装置を設けること。 

七 スプリンクラー設備には、非常電源を附置し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に

接近することができる位置に双口形の送水口を附置すること。ただし、特定施設水道

連結型スプリンクラー設備については、この限りでない。 



八 スプリンクラー設備には、総務省令で定めるところにより、補助散水栓を設けるこ

とができること。 

３ 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十四条、

第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又

は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設

備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。 

４ 前条第二項の規定は、第一項第五号に掲げる防火対象物について準用する。 

 

第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置す

るものとする。 

一 次に掲げる防火対象物 

イ 別表第一（二）項ニ、（五）項イ、（六）項イ（１）から（３）まで及びロ、（十三）項ロ並

びに（十七）項に掲げる防火対象物 

ロ 別表第一（六）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるも

のに限る。） 

二 別表第一（九）項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上の

もの 

三 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 

イ 別表第一（一）項、（二）項イからハまで、（三）項、（四）項、（六）項イ（４）及びニ、

（十六）項イ並びに（十六の二）項に掲げる防火対象物 

ロ 別表第一（六）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるも

のを除く。） 

四 別表第一（五）項ロ、（七）項、（八）項、（九）項ロ、（十）項、（十二）項、（十三）項イ

及び（十四）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 

五 別表第一（十六の三）項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メート

ル以上で、かつ、同表（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲

げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上の

もの 

六 別表第一（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メ

ートル以上のもの 

七 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表

（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用途

に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階か

ら避難階又は地上に直通する階段が二（当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令



で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一）以上設けられていないも

の 

八 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、

指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵

し、又は取り扱うもの 

九 別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物（第三号及び前二号に掲げるものを

除く。）の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの 

イ 別表第一（二）項ニ、（五）項イ並びに（六）項イ（１）から（３）まで及びロに掲げる防

火対象物 

ロ 別表第一（六）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるも

のに限る。） 

十 別表第一（二）項イからハまで、（三）項及び（十六）項イに掲げる防火対象物（第

三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。）の地階又は無窓階（同表（十六）項イ

に掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表（二）項又は（三）項に掲げ

る防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）で、床面積が百平方メー

トル（同表（十六）項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途

に供される部分の床面積の合計が百平方メートル）以上のもの 

十一 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三

階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの 

十二 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供さ

れる部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部

分にあつては四百平方メートル以上のもの 

十三 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階

以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階（駐車するすべての車両が同時

に屋外に出ることができる構造の階を除く。）で、当該部分の床面積が二百平方メート

ル以上のもの 

十四 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の

階 

十五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で

床面積が五百平方メートル以上のもの 

２ 前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上

の基準は、次のとおりとする。 

一 自動火災報知設備の警戒区域（火災の発生した区域を他の区域と区別して識別

することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。）は、防火対象物の二

以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りで

ない。 



二 一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メ

ートル以下（別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百

メートル以下）とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見

通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができ

る。 

三 自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の

屋内に面する部分及び天井裏の部分（天井のない場合にあつては、屋根又は壁の

屋内に面する部分）に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。

ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けない

ことができる。 

四 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。 

３ 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分（総務省令で定めるものを除く。）

にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡 消火設備（いずれも総務省令で定め

る閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。）を第十二条、第十三条、第

十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の

例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分

について自動火災報知設備を設置しないことができる。 

 



公表の対象となる防火対象物（消防法施行令別表第１　抜粋）

イ 　劇場、映画館、演芸場、観覧場

ロ 　公会堂、集会場

イ 　キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等

ロ 　遊技場、ダンスホール

ハ 　風俗営業等の店舗

ニ 　カラオケボックス等

イ 　待合、料理店等

ロ 　飲食店

（４） 　百貨店、マーケツト、物品販売業を営む店舗、展示場

（５） イ 　旅館、ホテル、宿泊所等

イ 　病院、診療所、助産所

ロ 　避難が困難な高齢者・障害者の入所施設、救護施設、乳児院等

ハ 　高齢者及び障害者の入所及び通所施設、更生施設、保育所等

ニ 　幼稚園、特別支援学校

（９） イ 　蒸気浴場、熱気浴場等

（１６） イ 　上記用途のある複合施設

　地下街

　準地下街（１６の３）

（１）

（２）

（３）

（６）

（１６の２）


